
JP 5452022 B2 2014.3.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グルタチオンを含む、植物の収穫指数を向上させるための組成物。
【請求項２】
　上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする請求項１に記載の組
成物。
【請求項３】
　植物の種子及び／又は花の数を増加させるものであることを特徴とする請求項１または
２に記載の組成物。
【請求項４】
　植物のわき芽及び／又は分げつの数を増加させるものであることを特徴とする請求項１
または２に記載の組成物。
【請求項５】
　植物、または栽培すべき植物に用いる培地にグルタチオンを供給する工程、上記植物を
栽培する工程、および野生型または未処理の植物よりも収穫指数が向上した植物を選択す
る工程を包含する、野生型または未処理の植物よりも収穫指数が向上した植物を調製する
方法。
【請求項６】
　上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする請求項５に記載の方
法。
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【請求項７】
　栄養生長期から生殖生長期への転換時期の前後にグルタチオンを投与することを特徴と
する請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　植物、または栽培すべき植物に用いる培地にグルタチオンを供給する工程、上記植物を
栽培する工程、および野生型または未処理の植物よりも種子及び／又は花の数が増加した
植物を選択する工程を包含する、野生型または未処理の植物よりも種子及び／又は花の数
が増加した植物を調製する方法。
【請求項９】
　上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　植物、または栽培すべき植物に用いる培地にグルタチオンを供給する工程、上記植物を
栽培する工程、および野生型または未処理の植物よりもわき芽及び／又は分げつの数が増
加した植物を選択する工程を包含する、野生型または未処理の植物よりもわき芽及び／又
は分げつの数が増加した植物を調製する方法。
【請求項１１】
　上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　上記植物は、植物ホルモンの合成機能及び／又は応答機能に変異を有するものであるこ
とを特徴とする請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　上記植物ホルモンは、ジベレリンであることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物の生長を調整する植物生長調整剤及びその利用技術に関し、より詳細に
は、グルタチオンを用いて、収穫指数を向上させること等が可能な植物生長調整剤及びそ
の利用技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、植物は、食糧としてだけでなく、鑑賞用や、紙や薬品などの工業材料や燃料とし
て多種多様な場において人類と深くかかわってきた。また、近年では、化石燃料に替わる
バイオマスエネルギーとしても注目を集めている。
【０００３】
　このような様々な用途に利用される植物の発芽、成長、開花等のメカニズムについては
未だ明らかとなっていない点も多い。このため、植物は、経験や勘により栽培されること
が主であり、気候などの自然の影響により収穫が大きく左右されていた。それゆえ、植物
の発芽、成長、開花のメカニズムを解明して、それらを調整・制御することは、鑑賞用の
草花や、穀物・野菜等の食糧の収量増加において重要なだけでなく、森林における木材の
育成や、さらにバイオマスエネルギーに関しても極めて重要なことである。
【０００４】
　これまで植物の成長を調整する手段として、温室などの人工的な気候環境により開花時
期を調整したり、エチレンなどの化学薬品を用いて成長を促進させたりするなどの努力が
行われてきた。しかし、これら従来手法の多くも植物の成長を経験と勘により調整するも
のであり、植物の成長の過程を科学的の判断できる材料に基づくものではない。
【０００５】
　そこで、本発明者らは植物の発芽、成長、開花のメカニズムについて研究を進めてきた
。その結果、本発明者らは、これまでに活性酸素（ＲＯＳ）が生合成の基質としてばかり
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でなく植物の発育における制御因子として必要であることを示してきた（特許文献１参照
）。具体的には、上記特許文献１には、細胞の酸化還元状態調節物質を含有する細胞また
は器官の分化の調節剤、該調節剤を用いて生物の分化・形態形成を制御する方法、及びそ
のようにして得られる生物が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、植物生長調整補助剤、及び該植物生長調整補助剤を使用した再
分化植物体の作製方法が開示されている。具体的には、植物体、例えばイネ、トルコギキ
ョウ等、の一部から誘導されたカルスを、グルタチオン、好ましくは酸化型グルタチオン
（以下、単にＧＳＳＧとも称する場合がある）、を含有する再分化培地で培養することに
より、発根を促進し、効率よく短期間でカルスから再分化体が得られることが記載されて
いる。
【特許文献１】国際公開特許公報「ＷＯ０１／０８０６３８（公開日：平成１５（２００
３）年７月２２日）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００４－３５２６７９（公開日：平成１６（
２００４）年１２月１６日）」
【発明の開示】
【０００７】
　上述した特許文献１には、確かに植物の酸化還元状態を調整する物質により、植物に分
化や形態形成を制御する技術が開示されている。しかしながら、その制御機構についても
十分には解明されておらず、どのような物質が植物の生育の制御因子になっているかはよ
くわかっていない。また、上記特許文献２には、再分化植物体を作製するための技術を開
示してはいるが、やはりそれだけでは十分とはいえず、バイオマス量・種子収量・後代種
子の質等を制御するための新たな技術が必要である。
【０００８】
　植物の成長の過程を科学的に把握し、開花時期を科学的に予測し、調整することは、鑑
賞用の草花や食糧用の植物だけでなく、森林やバイマスエネルギー用の植物資源において
も極めて重要なことである。それゆえ、植物の制御因子を特定し、効率的に植物の発芽、
成長、開花等を制御する技術の開発が強く求められていた。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、植物の制御因子を
特定し、効率的に植物の発芽、成長、開花等を制御する技術を提供することにある。
【００１０】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、グルタチオンを用いて植
物の栽培を行うことにより、当該栽培植物の種子の数・花の数を著しく増加させることが
できることを見いだした。さらに、植物ホルモン（例えば、ジベレリン）の合成機能又は
応答機能に変異を有する植物体を、グルタチオンを用いて栽培することにより、わき芽を
顕著に増加させることができ、それに伴って花（鞘）の数も増加させることができること
を見出した。本発明者らは、これらの知見に基づき、本発明を完成させるに至った。本発
明は、かかる新規知見に基づいて完成されたものであり、以下の発明を包含する。
【００１１】
　（１）グルタチオンを含み、収穫指数を向上させることを特徴とする植物生長調整剤。
【００１２】
　（２）上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする（１）に記載
の植物生長調整剤。
【００１３】
　（３）植物の種子及び／又は花の数を増加させるものである（１）または（２）に記載
の植物生長調整剤。
【００１４】
　（４）植物のわき芽及び／又は分げつの数を増加させるものである（１）または（２）
に記載の植物生長調整剤。
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【００１５】
　（５）グルタチオンを用いて、植物を栽培し、該植物の収穫指数を向上させることを特
徴とする植物の栽培方法。
【００１６】
　（６）上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする（５）に記載
の植物の栽培方法。
【００１７】
　（７）グルタチオンを間欠的に投与することを特徴とする（５）または（６）に記載の
植物の栽培方法。
【００１８】
　（８）栄養生長期から生殖生長期への転換時期の前後にグルタチオンを投与することを
特徴とする（５）～（７）のいずれかに記載の植物の栽培方法。
【００１９】
　（９）グルタチオンを用いて、植物の種子及び／又は花の数を増加させる方法。
【００２０】
　（１０）上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする（９）に記
載の方法。
【００２１】
　（１１）グルタチオンを用いて、植物のわき芽及び／又は分げつの数を増加させる方法
。
【００２２】
　（１２）上記グルタチオンは、酸化型グルタチオンであることを特徴とする（１１）に
記載の方法。
【００２３】
　（１３）上記植物は、植物ホルモンの合成機能及び／又は応答機能に変異を有するもの
である（１１）または（１２）に記載の方法。
【００２４】
　（１４）上記植物ホルモンは、ジベレリンである（１３）に記載の方法。
【００２５】
　（１５）上記（５）～（１４）のいずれかに記載の方法で得られ、収穫指数が向上して
いることを特徴とする植物。
【００２６】
　本発明の他の目的、特徴、及び優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであろ
う。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明によって明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】水、ＧＳＳＧ溶液、又はＨ２Ｏ２溶液でそれぞれ処理したシロイヌナズナの播種
３および４週間後における状態を示す図である。
【図２】水、ＧＳＳＧ溶液、又はＨ２Ｏ２溶液でそれぞれ処理したシロイヌナズナの播種
６週間後における状態を示す図である。
【図３】水、ＧＳＳＧ溶液、又はＨ２Ｏ２溶液でそれぞれ処理したシロイヌナズナの播種
７週間後における状態を示す図である。
【図４】水、ＧＳＳＧ溶液、又はＨ２Ｏ２溶液でそれぞれ処理したシロイヌナズナの播種
８週間後における状態を示す図である。
【図５】水、ＧＳＳＧ溶液、又はＨ２Ｏ２溶液でそれぞれ処理したシロイヌナズナから得
られた種子の収量及び状態を示す図である。
【図６】酸化型グルタチオンの濃度がシロイヌナズナの生育へ及ぼす影響を調べた結果を
示す図である。
【図７】酸化型グルタチオンの濃度がシロイヌナズナの生育へ及ぼす影響を調べた結果を
示す図である。
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【図８】酸化型グルタチオンがシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響を調べた結果を示す図で
ある。
【図９】酸化型グルタチオンがシロイヌナズナのジベレリン合成変異体へ及ぼす影響を調
べた結果を示す図である。
【図１０】酸化型グルタチオンの処理時期及び処理濃度がシロイヌナズナの種子量へ及ぼ
す影響を調べた結果を示す図である。
【図１１】酸化型グルタチオンの処理時期及び処理濃度がシロイヌナズナの種子量へ及ぼ
す影響を調べた結果を示す図である。
【図１２】酸化型グルタチオンの処理時期及び処理濃度がシロイヌナズナの種子量へ及ぼ
す影響を調べた結果を示す図である。
【図１３】酸化型グルタチオンの処理時期がシロイヌナズナの種子量へ及ぼす影響を調べ
た結果を示す図である。
【図１４】酸化型グルタチオンの処理時期がシロイヌナズナの種子量へ及ぼす影響を調べ
た結果を示す図である。
【図１５】酸化型グルタチオンの処理時期がシロイヌナズナの種子量へ及ぼす影響を調べ
た結果を示す図である。
【図１６】酸化型グルタチオンの処理時期及び処理濃度がシロイヌナズナの種子量、乾燥
重量、及び収穫指数へ及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図１７】酸化型グルタチオンがバラ（品種；パティオヒット　アリカンテ）の生育へ及
ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図１８】酸化型グルタチオンがバラ（品種；イングリッシュローズ）の生育へ及ぼす影
響を調べた結果を示す図である。
【図１９】酸化型グルタチオンがナタネの一種チュウゴクサイシン（中国菜心）の生育へ
及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図２０】酸化型グルタチオンがダイズの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験におけるダ
イズ各個体の配置を示す図である。
【図２１】酸化型グルタチオンがダイズの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験において、
酸化型グルタチオンを投与した方法を示す図である。
【図２２】酸化型グルタチオンがダイズの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験において、
種子重量、総バイオマス量、及び収穫指数を調べた結果を示す図である。
【図２３】酸化型グルタチオンがトウモロコシの花芽形成へ及ぼす影響を調べた結果を示
す図である。
【図２４】酸化型グルタチオンがトウモロコシの収穫量へ及ぼす影響を調べた結果を示す
図である。
【図２５】酸化型グルタチオンがトウモロコシの個体あたりの実、地上部、及び実以外の
部分のそれぞれのバイオマス量、並びに収穫指数へ及ぼす影響を調べた結果を示す図であ
る。
【図２６】酸化型グルタチオンの処理時期がトウモロコシの個体あたりの実、地上部、及
び実以外の部分のそれぞれのバイオマス量、並びに収穫指数へ及ぼす影響を調べた結果を
示す図である。
【図２７】酸化型グルタチオンの処理方法が個体あたりのトウモロコシの実、及び地上部
のそれぞれのバイオマス量、並びに収穫指数へ及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図２８】酸化型グルタチオンの処理方法及び処理時期がトウモロコシの収穫指数へ及ぼ
す影響を調べた結果を示す図である。
【図２９】酸化型グルタチオンがトウモロコシの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験にお
けるスイートコーン各個体の配置を示す図である。
【図３０】酸化型グルタチオンがトウモロコシの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験にお
いて、酸化型グルタチオンの処理時期が面積あたりの総バイオマス量、面積あたりの雌蕊
収穫量、及び収穫指数へ及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図３１】酸化型グルタチオンがトウモロコシの生育へ及ぼす影響を調べた圃場試験にお
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いて、酸化型グルタチオンの処理時期が個体あたりの実、地上部、及び実以外の部分のそ
れぞれのバイオマス量へ及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図３２】窒素欠乏条件下において、酸化型グルタチオンがトウモロコシの収穫量へ及ぼ
す影響を調べた結果を示す図である。
【図３３】窒素欠乏条件下において、酸化型グルタチオンがトウモロコシの個体あたりの
実、地上部、及び実以外の部分のそれぞれのバイオマス量、並びに収穫指数へ及ぼす影響
を調べた結果を示す図である。
【図３４】酸化型グルタチオンがバラ（品種；パプルローズ）の新芽の生育及び開花へ及
ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図３５】酸化型グルタチオンがバラ（品種；ＪＪスカーレット、及びＪＪアプリコット
）の新芽の生育及び開花へ及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図３６】酸化型グルタチオン及び還元型グルタチオンがトルコギキョウの根系の発達へ
及ぼす影響を調べた結果を示す図である。
【図３７】酸化型グルタチオンがバラの花芽誘導へ及ぼす影響を調べた結果を示す図であ
る。
【図３８】酸化型グルタチオンがバラの花芽誘導へ及ぼす影響を調べた結果を示す図であ
る。
【図３９】酸化型グルタチオン及び還元型グルタチオンがイチゴ（エミネントガーデンシ
リーズ　欲張りイチゴ　紅（ＳＵＭＩＫＡ））の生育および増殖（ランナー数）へ及ぼす
影響を調べた結果を示す図である。
【図４０】酸化型グルタチオンが、ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転
換体の生育へ及ぼす影響を調べた実験における植物各個体の栽培時の配置と、酸化型グル
タチオンの投与時期とを示す図である。
【図４１】野生型およびｇＦＢＡ１の遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体の収
穫指数、総バイオマス量、及び種子量に対して硝酸アンモニウム量の向上効果が飽和する
濃度を調べた結果を示す図である。
【図４２】窒素施肥の効果が飽和している条件下において、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した
形質転換体の収穫指数、総バイオマス量、及び種子量に対する酸化型グルタチオンの効果
を調べた結果を示す図である。
【図４３】窒素施肥の効果が飽和している条件下において、酸化型グルタチオン、還元型
グルタチオン及び硫酸アンモニウムが、ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形
質転換体の収穫指数、総バイオマス量、及び種子量へ及ぼす影響を調べた結果を示す図で
ある。
【図４４】ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体及び野生型シロイヌ
ナズナの種子収穫量に対するＧＳＳＧ施肥濃度の効果を調べた結果を示す図である。
【図４５】ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体及び野生型シロイヌ
ナズナの収穫指数に対するＧＳＳＧ施肥濃度の効果を調べた結果を示す図である。
【図４６】ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体の種子収穫量に対し
て、硫黄源としてのＧＳＳＧ、ＧＳＨ、及び硫酸アンモニウム施肥が及ぼす効果を調べた
結果を示す図である。
【図４７】ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体の収穫指数に対して
、硫黄源としてのＧＳＳＧ、ＧＳＨ、及び硫酸アンモニウム施肥が及ぼす効果を調べた結
果を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の一実施形態について説明すると以下の通りである。なお、本発明はこれに限定
されるものではないことを念のため付言しておく。
【００２９】
　本発明に係る植物生長調整剤は、グルタチオンを含有していればよく、濃度、その他の
成分等の具体的な構成については特に限定されるものではない。上記グルタチオンは、還
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元型グルタチオン（以下、「ＧＳＨ」ともいう）であっても、酸化型グルタチオン（以下
、「ＧＳＳＧ」ともいう）であってもよいが、ＧＳＳＧであることが好ましい。
【００３０】
　ＧＳＨは、当業者によく知られているように、酸化されやすい性質を有する。したがっ
て、本発明に係る植物生長調整剤に、グルタチオンとしてＧＳＨを含有させると、通常、
該植物生長調整剤には、ＧＳＳＧが少なからず含まれている。つまり、本発明に係る植物
生長調整剤には、グルタチオンとして、ＧＳＨとＧＳＳＧとが混合した状態で含まれてい
てもよい。
【００３１】
　本発明に係る植物生長調整剤は、グルタチオンとしてＧＳＨを含有させ、その保存時も
しくは使用時に、該ＧＳＨをＧＳＳＧに酸化させる形態とすることができる。また、植物
に投与後に、ＧＳＨがＧＳＳＧに酸化される形態としてもよい。
【００３２】
　なお、ＧＳＨをＧＳＳＧに酸化する方法は特に限定されるものではない。例えば、空気
酸化により、ＧＳＨをＧＳＳＧに容易に変換することができる。また、従来公知のあらゆ
る人為的な方法で、ＧＳＨをＧＳＳＧに変換してもよい。
【００３３】
　本発明でいう「酸化型グルタチオン」とは、当業者によってよく知られた物質であり特
段の説明は不要であるが、例えば、２分子の還元型グルタチオンがジスルフィド結合によ
ってつながった分子であると定義できる。
【００３４】
　通常、生物の細胞内のグルタチオンは、ほとんど（９８％以上）が還元型であることが
知られている。このため、当業者にとってグルタチオンといえば還元型のグルタチオンを
思い浮かべるのであり、酸化型のグルタチオンの使用は一般的ではない。また、当業者に
とって、酸化型グルタチオンは生育を悪化させるイメージもある。それゆえ、酸化型グル
タチオンを植物栽培に使用するという本発明に至る動機付けはない。
【００３５】
　このような状況下において、本発明者らは、カルビン回路の酵素であるフルクトース－
１，６－ビスリン酸アルドラーゼがグルタチオンとの結合によって機能が制御されること
を発見し、その結合に必要なグルタチオンの酸化型を外部から添加することによって、バ
イオマス生産性並びに収穫量の大幅な向上に成功したのである。
【００３６】
　つまり、本発明者らは、これまで植物栽培において一般に用いられていなかった“酸化
型グルタチオン（ＧＳＳＧ）”を用いて植物の栽培を行うことにより、当該栽培植物の種
子の数・花の数を著しく増加させることができることを見いだし、本発明を完成させたの
である。したがって、本発明は極めて独創的な発明といえる。
【００３７】
　本発明の植物生長調整剤は、グルタチオンを含み、植物の収穫指数（harvest index、
ハーベストインデックス）を向上させるものである。
【００３８】
　本明細書において、「収穫指数」とは、植物全体の重さに対する収穫物の重さの割合が
意図される。換言すれば、植物個体の全バイオマス量に対する収穫物のバイオマス量の割
合が意図される。
【００３９】
　なお、本明細書において、「収穫物」とは、その植物において食糧となる部分、例えば
、実を食する植物の場合は実、種子を食する植物の場合は種子、茎を食する植物の場合は
茎、根を食する植物の場合は根、花を食する植物の場合は花、葉を食する植物の場合は葉
等が意図されるが、これだけではなく、食糧とならないが、該植物において栽培の目的産
物を含む部分も含まれる。具体的には、例えば、観賞に用いられる植物の場合、上記収穫
物には、観賞の対象となる花、茎、葉、根、及び種子等が含まれる。
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【００４０】
　また、本発明において、「収穫指数を向上させる」とは、本発明の植物生長調節剤を投
与しない条件と比較して収穫指数を向上させる効果を意味し、単位面積収穫量を最大限得
られるように最適化した従来の標準的な施肥条件でも、全バイオマス量に対する収穫物の
バイオマス量の割合を増加させることを意味する。植栽密度を上げることで単位面積あた
りの収穫量は向上するが、その効果は一定の植栽密度で飽和する。本発明において、「収
穫指数を向上させる」とは、こうした植栽条件でも、全バイオマス量に対する収穫物のバ
イオマス量の割合を増加させる効果を意味する。
【００４１】
　したがって、本発明の植物生長調整剤によれば、植物の収穫指数を増加させることがで
きるため、単位面積あたりの食糧やバイオマス資源の増産を可能とするのみならず、産業
上、利用されうる植物及びそれらから得られる収穫物の増産に大きく貢献することができ
る。
【００４２】
　また、本発明の植物生長調整剤は、植物の種子及び／又は花の数を増加させるものであ
ることが好ましい。後述の実施例に示すように、本発明に係る植物生長調整剤を用いるこ
とにより、種子の数や花の数が増加することが明確に実証されている。また本植物生長調
整剤の他の作用として、植物の寿命が長くなったり、葉が丸く大きくなったり、草丈が短
くなったり、茎が太くなったりすることも確認されている。
【００４３】
　これにより、例えば、種子の収量が増加するため、種子そのものを販売する場合のみな
らず、種子が油脂や他の有効成分を含む場合には、これら油脂等の収量も増加するため、
産業上の有用性はかなり高いといえる。また、バイオマス資源としても利用可能である。
【００４４】
　また、植物の寿命が長くなるという作用は、例えば、観葉植物や街路樹等に対して利用
した場合、植物の枯れによる交換の間隔を延ばすことができる。これにより、観葉植物や
街路樹等のメンテナンスの作業負担を軽減できる。また、葉を丸くしたり、大きくしたり
する作用は、例えば、見た目の変化した珍しい観葉植物を作製する手段として利用できる
。また、植物の草丈を短くしたり、茎を太くしたりする作用も、観葉植物に利用できるし
、さらに農作物について強風等への耐性を向上させることもできる。
【００４５】
　また、本発明に係る植物生長調整剤は、植物のわき芽及び／又は分げつの数を増加させ
るものであることが好ましい。これは、後述する実施例に示すように、植物ホルモン（例
えば、ジベレリン）の合成機能あるいは応答機能に変異を有する植物体を、酸化型グルタ
チオンを用いて栽培した場合、わき芽が顕著に増加するという新規知見からなされた発明
である。わき芽及び／又は分げつの数の増加に伴って花（鞘）の数も増加する。
【００４６】
　したがって、上記植物生長調整剤によれば、例えば、イネ科植物等の分げつが収量に大
きく影響を及ぼす植物に対して用いることにより、種子収量を増加させることができる。
【００４７】
　なお、上記植物生長調整剤を用いる対象植物としては、特に、植物ホルモンの合成機能
及び／又は応答機能に変異を有するものであることが好ましい。これは、上記変異体また
は同様の機能を有する形質転換体にグルタチオン、好ましくは酸化型グルタチオンを作用
させることによって、より酸化型グルタチオンの作用を引き出すことができることを意図
している。
【００４８】
　ここで、「植物ホルモンの合成機能及び／又は応答機能に変異を有する植物」とは、植
物ホルモンの生合成系の酵素、植物ホルモンの受容体、あるいは植物ホルモンの情報伝達
系の生体物質等の少なくともいずれかに変異を有する植物体であって、植物ホルモンの機
能が野生型と同様に働かない植物体、あるいは変異によって植物ホルモンに対して高感受
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性（獲得型）となる植物体のいずれをも含む意である。なかでも特に、植物ホルモンの機
能が野生型に比べて低下している、あるいは植物ホルモンの機能が実質的に無くなってい
る植物変異体が好ましい。
【００４９】
　上記植物体としては、例えば、後述する実施例に示すように、植物ホルモンの生合成系
の酵素をコードする遺伝子にＴ－ＤＮＡ等のＤＮＡフラグメントが挿入されている変異体
を挙げることができる。
【００５０】
　また、上記植物ホルモンは、ジベレリンであることが好ましい。酸化型グルタチオンは
、ジベレリン等の植物ホルモンの下流で、あるいは植物ホルモンと協調する形で機能する
と考えられる。
【００５１】
　また、本発明に係る植物生長調整剤は、植物の新芽の生育、花芽誘導、及び／又は開花
を促進させるものであることが好ましい。後述の実施例に示すように、本発明に係る植物
生長調整剤を用いることにより、植物の新芽の生育や、花芽誘導、開花が促進されること
が明確に実証されている。
【００５２】
　これにより、植物の栽培期間を短くすることが可能となり、該植物の生産性を向上させ
ることができる。該作用は、食糧に用いられる植物では、食糧増産に寄与することができ
る。また、上記植物生長調整剤によれば、開花や生育を制御できるため、観賞に用いられ
る植物に適用した場合、植物の効率的な生産をすることが可能になり、市場の需要に応じ
て、該植物の市場への供給を調節することができる。
【００５３】
　さらに、本発明に係る植物生長調整剤は、植物の根系の発達を促進させるものであるこ
とが好ましい。後述の実施例に示すように、本発明に係る植物生長調整剤を用いることに
より、植物の根系の発達が促進されることが明確に実証されている。
【００５４】
　これにより、根を収穫物とする植物において、短期間で多くの収穫物を取得することが
できる。したがって、例えば、根を食する植物に対して投与することにより、食糧の増産
を実現することができる。
【００５５】
　また、本発明に係る植物生長調整剤は、窒素欠乏により生育の低下を抑制するものであ
ることが好ましい。通常、植物は、窒素源が不足又は欠乏すると、生育が低下することが
知られている。これに対して、後述の実施例に示されているように、窒素源が欠乏した条
件下で栽培された植物であっても、本発明に係る植物生長調整剤を投与することにより、
窒素源の欠乏による生育低下を抑制することができる。
【００５６】
　したがって、上記植物生長調整剤によれば、窒素欠乏により生育が低下した植物であっ
ても、該植物生長調整剤の投与により、生長を促進させることができる。
【００５７】
　上記植物生長調整剤に酸化型グルタチオンを含有させる場合、該植物生長調整剤に含ま
れる酸化型グルタチオンの量は特に限定されるものではないが、例えば、シロイヌナズナ
の場合、１０μＭ～２０ｍＭであることが好ましく、より好ましくは０．２ｍＭ～５ｍＭ
、さらには０．５ｍＭ～２ｍＭであることが好ましい。
【００５８】
　一方、上記植物生長調整剤に還元型グルタチオンを含有させる場合、該植物生長調整剤
に含まれる還元型グルタチオンの量は、酸化型グルタチオンを含有させる場合よりも多い
ことが好ましい。具体的には、例えば、シロイヌナズナの場合、１００μＭ～４０ｍＭで
あることが好ましく、０．４ｍＭ～２０ｍＭであることがより好ましく、４ｍＭ～１０ｍ
Ｍであることがさらに好ましい。
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【００５９】
　還元型グルタチオンの含有量が上記範囲内であれば、該植物生長調整剤の保存中、もし
くは使用時に、還元型グルタチオンが、例えば、５０％酸化されることにより、該植物生
長調整剤中の酸化型グルタチオンの濃度が少なくとも１ｍＭ～２．５ｍＭの範囲となる。
したがって、酸化型グルタチオンを１ｍＭ～２．５ｍＭ含有させた場合と同程度効果を奏
することとなる。なお、植物生長調整剤に含まれる還元型グルタチオンを、５０％酸化さ
せることは、還元型グルタチオンの性質から容易に起こりうるものである。このことは、
当業者には容易に理解されるであろう。
【００６０】
　後述する実施例に示すような特定の量の溶液を与える場合、酸化型グルタチオン又は還
元型グルタチオンの含有量が上記の範囲内であれば、植物の生長を好適に制御できる。な
お、上述した濃度範囲は、あくまで特定の量の溶液でシロイヌナズナに投与した場合の好
適な範囲であり、投与量を変えたり、植物種を変えたり（例えば、樹木等）した場合には
、より高濃度の酸化型グルタチオン又は還元型グルタチオンでも適用できる可能性があり
、場合によってはより低濃度でも本発明の植物生長調整剤の作用を発現する可能性がある
といえる。
【００６１】
　本発明の趣旨は、酸化型グルタチオンが、植物の種子及び／又は花の数を増加させたり
、植物の寿命を長くしたり、葉を丸く大きくしたり、あるいはわき芽及び／又は分げつの
数を増加させたり、またわき芽等の増加に伴って花（鞘）の数を増加させ種子収量を増加
させる作用を有することを見出したことにあるのであり、それ以外の限定を意図していな
い。それゆえ、本発明は、上述した濃度範囲に限られるものではないことを念のため付言
しておく。
【００６２】
　また、植物に対する上記植物生長調整剤の使用方法としては、特に限定されるものでは
なく、従来公知の植物生長調整剤と同様に使用することができる。例えば、液剤や乳剤の
場合、植物の生長点のみならず、茎，葉をはじめとする植物体の一部又は全体に散布，滴
下，塗布することができる。また、固形剤や粉剤の場合には、たとえば地中から根に吸収
させることもできる。また、植物がウキクサ等の水草の場合には、底床添加剤として根か
ら吸収させたり、固形剤を水中で除々に溶解させたりすること等も可能である。なかでも
、地上の植物に対して使用する場合は、例えば、上記植物生長調整剤を水溶液として、溶
液栽培することが好ましい。
【００６３】
　また、本発明の植物生長調整剤は、上述のグルタチオン（ＧＳＨ及び／又はＧＳＳＧ）
を含有していればよく、その他の具体的な成分は任意のものを適用できる。例えば、底床
添加剤又は固形剤である場合、担体成分としては、概ねタルク，クレー，バーミキュライ
ト，珪藻土，カオリン，炭酸カルシウム，水酸化カルシウム，白土，シリカゲル等の無機
質や小麦粉，澱粉等の固体担体が例示される。また液剤である場合は、概ね水、キシレン
等の芳香族炭化水素類、エタノール，エチレングリコール等のアルコール類、アセトン等
のケトン類、ジオキサン，テトラヒドロフラン等のエーテル類、ジメチルホルムアミド、
ジメチルスルホキシド、アセトニトリル等の液体担体が例示される。
【００６４】
　さらに、本発明の植物生長調整剤には、他の補助剤を適宜配合することができる。その
ような補助剤として、例えばアルキル硫酸エステル類，アルキルスルホン酸塩，アルキル
アリールスルホン酸塩，ジアルキルスルホコハク酸塩等の陰イオン界面活性剤、高級脂肪
族アミンの塩類等の陽イオン界面活性剤、ポリオキシエチレングリコールアルキルエーテ
ル，ポリオキシエチレングリコールアシルエステル，ポリオキシエチレングリコール多価
アルコールアシルエステル，セルロース誘導体等の非イオン界面活性剤、ゼラチン，カゼ
イン，アラビアゴム等の増粘剤、増量剤、結合剤等が挙げられる。
【００６５】
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　必要に応じて、他の植物生長調節剤、例えば安息香酸，ニコチン酸，ニコチン酸アミド
，ピペコリン酸等を、本発明の所期の効果を損なわない限度において、製剤中に配合する
こともできる。また、従来公知の肥料を、製剤中に配合してもよい。
【００６６】
　上記植物生長調整剤が対象となる植物としては、特に制限されるものではなく、種々の
単子葉植物、双子葉植物、樹木等の植物全般に適用することができる。例えば、単子葉植
物としては、例えばウキクサ属植物（ウキクサ）及びアオウキクサ属植物（アオウキクサ
，ヒンジモ）が含まれる，うきくさ科植物、カトレア属植物，シンビジウム属植物，デン
ドロビューム属植物，ファレノプシス属植物，バンダ属植物，パフィオペディラム属植物
，オンシジウム属植物等が含まれる，らん科植物、がま科植物、みくり科植物、ひるむし
ろ科植物、いばらも科植物、ほろむいそう科植物、おもだか科植物、とちかがみ科植物、
ほんごうそう科植物、いね科植物、かやつりぐさ科植物、やし科植物、さといも科植物、
ほしぐさ科植物、つゆくさ科植物、みずあおい科植物、いぐさ科植物、びゃくぶ科植物、
ゆり科植物、ひがんばな科植物、やまのいも科植物、あやめ科植物、ばしょう科植物、し
ょうが科植物、かんな科植物、ひなのしゃくじょう科植物等を例示することができる。
【００６７】
　また、双子葉植物としては、例えばアサガオ属植物（アサガオ），ヒルガオ属植物（ヒ
ルガオ，コヒルガオ，ハマヒルガオ），サツマイモ属植物（グンバイヒルガオ，サツマイ
モ），ネナシカズラ属植物（ネナシカズラ，マメダオシ）が含まれるひるがお科植物、ナ
デシコ属植物（カーネーション等），ハコベ属植物，タカネツメクサ属植物，ミミナグサ
属植物，ツメクサ属植物，ノミノツヅリ属植物，オオヤマフスマ属植物，ワチガイソウ属
植物，ハマハコベ属植物，オオツメクサ属植物，シオツメクサ属植物，マンテマ属植物，
センノウ属植物，フシグロ属植物，ナンバンハコベ属植物が含まれるなでしこ科植物、も
くまもう科植物、どくだみ科植物、こしょう科植物、せんりょう科植物、やなぎ科植物、
やまもも科植物、くるみ科植物、かばのき科植物、ぶな科植物、にれ科植物、くわ科植物
、いらくさ科植物、かわごけそう科植物、やまもがし科植物、ぼろぼろのき科植物、びゃ
くだん科植物、やどりぎ科植物、うまのすずくさ科植物、やっこそう科植物、つちとりも
ち科植物、たで科植物、あかざ科植物、ひゆ科植物、おしろいばな科植物、やまとぐさ科
植物、やまごぼう科植物、つるな科植物、すべりひゆ科植物、もくれん科植物、やまぐる
ま科植物、かつら科植物、すいれん科植物、まつも科植物、きんぽうげ科植物、あけび科
植物、めぎ科植物、つづらふじ科植物、ろうばい科植物、くすのき科植物、けし科植物、
ふうちょうそう科植物、あぶらな科植物、もうせんごけ科植物、うつぼかずら科植物、べ
んけいそう科植物、ゆきのした科植物、とべら科植物、まんさく科植物、すずかけのき科
植物、ばら科植物、まめ科植物、かたばみ科植物、ふうろそう科植物、あま科植物、はま
びし科植物、みかん科植物、にがき科植物、せんだん科植物、ひめはぎ科植物、とうだい
ぐさ科植物、あわごけ科植物、つげ科植物、がんこうらん科植物、どくうつぎ科植物、う
るし科植物、もちのき科植物、にしきぎ科植物、みつばうつぎ科植物、くろたきかずら科
植物、かえで科植物、とちのき科植物、むくろじ科植物、あわぶき科植物、つりふねそう
科植物、くろうめもどき科植物、ぶどう科植物、ほるとのき科植物、しなのき科植物、あ
おい科植物、あおぎり科植物、さるなし科植物、つばき科植物、おとぎりそう科植物、み
ぞはこべ科植物、ぎょりゅう科植物、すみれ科植物、いいぎり科植物、きぶし科植物、と
けいそう科植物、しゅうかいどう科植物、さぼてん科植物、じんちょうげ科植物、ぐみ科
植物、みそはぎ科植物、ざくろ科植物、ひるぎ科植物、うりのき科植物、のぼたん科植物
、ひし科植物、あかばな科植物、ありのとうぐさ科植物、すぎなも科植物、うこぎ科植物
、せり科植物、みずき科植物、いわうめ科植物、りょうぶ科植物、いちやくそう科植物、
つつじ科植物、やぶこうじ科植物、さくらそう科植物、いそまつ科植物、かきのき科植物
、はいのき科植物、えごのき科植物、もくせい科植物、ふじうつぎ科植物、りんどう科植
物、きょうちくとう科植物、ががいも科植物、はなしのぶ科植物、むらさき科植物、くま
つづら科植物、しそ科植物、なす科植物、ごまのはぐさ科植物、のうぜんかずら科植物、
ごま科植物、はまうつぼ科植物、いわたばこ科植物、たぬきも科植物、きつねのまご科植
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物、はまじんちょう科植物、はえどくそう科植物、おおばこ科植物、あかね科植物、すい
かずら科植物、れんぷくそう科植物、おみなえし科植物、まつむしそう科植物、うり科植
物、ききょう科植物、きく科植物等を例示することができる。
【００６８】
　また、上記植物生長調整剤が対象となる植物は、上記例示した植物の野生型のみならず
、変異体や形質転換体であってもよい。後述の実施例にも示すように、特定の遺伝子が導
入された形質転換植物に対して、本発明に係る植物生長調整剤を適用すると、本発明に係
る植物生長調整剤の効果が増強される（換言すれば、野生型植物に適用する場合よりも、
本発明に係る植物生長調整剤の効果が強くなる）。
【００６９】
　したがって、そのような形質転換植物は、本発明に係る植物生長調整剤の好適な適用対
象となりうる。
【００７０】
　かかる形質転換体としては、具体的には、例えば、グルタチオン結合性プラスチド型フ
ルクトース－１，６－ビスリン酸アルドラーゼ（以下、「ｇＦＢＡ」ともいう）をコード
する遺伝子を導入した形質転換植物を挙げることができる。
【００７１】
　後述の実施例に示すように、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した形質転換植物に本発明に係る
植物生長調整剤を与えることにより、該植物生長調整剤による収穫指数の上昇効果がより
増強されることが実証されている。
【００７２】
　なお、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した形質転換植物、及びその製造方法については、例え
ば、国際公開公報ＷＯ２００７／０９１６３４Ａ１（２００７年８月１６日公開）等に記
載されている。したがって、該国際公開公報の内容は、参照として本明細書に援用される
。
【００７３】
　本発明の植物生長調整剤は、その剤形に応じた方法で種々の生物個体もしくは器官、も
しくは組織、もしくは細胞に用いることができる。
【００７４】
　また、本発明の植物生長調整剤を用いて処理した植物から得られた種子も、産業上有用
であり、本発明に含まれる。かかる種子については、後述する実施例に示すように、熟度
（発芽率）を調べたところ、通常の種子より早い発芽が認められた。したがって、グルタ
チオン、好ましくは酸化型グルタチオンを用いて栽培した植物より得られた種子は、熟度
が向上しているといえる。
【００７５】
　また、本発明の植物生長調整剤による処理は、対象となる植物の種子またはカルスの通
常の栽培方法の開始前及び／又は栽培中に、適当な濃度の植物生長調整剤を使用すること
で行うことができる。通常、対象植物の性質（長日性、短日性など）に応じた処理を行い
ながら使用することが効果的である。そのような処理方法は、当業者にとって十分知られ
たことであるため、ここでは詳細な説明は省略するが、例えば、相対長日植物の場合には
、一定の光強度以上の光照射を行いながら本発明の植物生長調整剤を用いることが効果的
であると考えられる。
【００７６】
　したがって、本発明には、当該技術分野で通常用いられている任意の植物の育成方法、
すなわち植物の生産方法における植物生長調整剤の使用をも含まれる。
【００７７】
　本発明の植物生長調整剤は、有効成分であるグルタチオン単独であってもよいが、上述
のごとく、それぞれの植物に適用可能な剤形、例えば液剤，固形剤，粉剤，乳剤，底床添
加剤等の剤形で用いることが好ましい。そのような製剤は、それぞれの分野で、製剤学上
適用することが可能な公知の担体成分、製剤用補助剤等を、本発明の植物生長調整剤の作
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用効果が損なわれない限度において、有効成分であるグルタチオンに適宜配合し既知の方
法で製造することができる。
【００７８】
　さらに、本発明には、上述した植物生長調整剤を用いた植物の栽培方法も含まれる。す
なわち、本発明に係る植物の栽培方法は、グルタチオンを用いて、植物を栽培し、該植物
の収穫指数を向上させるものであればよく、その他の具体的な工程、条件等の構成につい
ては特に限定されるものではない。なお、該植物の栽培方法においても、グルタチオンと
しては、ＧＳＨ及び／又はＧＳＳＧを用いうるが、ＧＳＳＧを含むことが好ましい。
【００７９】
　ここで、本発明に係る植物の栽培方法の一実施形態について説明する。なお、本発明は
以下の実施形態に限定されないことはいうまでもない。
【００８０】
　本発明に係る植物の栽培方法では、植物が、グルタチオンを常に吸収可能な条件で投与
してもよいし、栽培期間を通して、間欠的にグルタチオンを吸収可能な条件（例えば、週
１回や週２回といった間隔で投与する条件）で投与してもよい。また、特定の時期、換言
すれば、特定の生育時期にのみ、グルタチオンを投与してもよい。
【００８１】
　間欠的にグルタチオンを投与することにより、グルタチオンの投与量を減少させること
ができる。それゆえ、植物栽培にかかるコストを低減することができる。なお、間欠的に
グルタチオンを投与する場合、一定の時間間隔で投与することが好ましいが、これに限定
されず、不定の時間間隔で投与してもよい。
【００８２】
　また、グルタチオンを投与する時間間隔は特に限定されるものではなく、投与するグル
タチオンの濃度、投与対象となる植物、及びグルタチオンを投与する時期（より詳しくは
生育時期）等に応じて決定すればよい。一般的には、適用対象となる植物が草本植物の場
合、週１回～週２回とするか、追肥時期と同時期に行うことが好ましい。
【００８３】
　特定の時期にのみ、グルタチオンを投与する場合、栄養生長期から生殖成長期への転換
時期の前後（栄養生長期から生殖成長期への転換時期を含む）、もしくは、その後の花芽
形成期、もしくは目的収穫物への転流が起きる時期に投与することが好ましい。このよう
な構成によれば、グルタチオンの投与効果を効果的に得ることができる。また、上記構成
では、特定の時期にのみグルタチオンを投与するため、植物栽培にかかるコストを低減す
ることができる。
【００８４】
　特定の時期にのみ、グルタチオンを投与する場合、特定の時期の一定期間、植物がグル
タチオンを常に吸収可能な条件で投与してもよいし、特定の時期の一定期間、間欠的にグ
ルタチオンを吸収可能な条件で投与してもよい。特定の時期の一定期間、間欠的にグルタ
チオンを投与することにより、植物の栽培コストをより一層低減することができる。
【００８５】
　また、グルタチオンを用いて、植物の種子及び／又は花の数を増加させる方法も本発明
に含まれる。該方法においても、グルタチオンとしては、酸化型グルタチオン、及び還元
型グルタチオンを用いうるが、酸化型グルタチオンを含むことが好ましい。
【００８６】
　また、該方法において、植物にグルタチオンを投与する時期及び投与量等は特に限定さ
れないが、上記植物の栽培方法で説明した条件で、投与することが好ましい。
【００８７】
　さらにいえば、上記の方法で得られる植物体も本発明に含まれる。本発明に係る植物体
は、収穫指数が向上している。したがって、本発明に係る植物は、通常推奨される条件で
栽培した場合よりも収穫指数が向上していることから、収穫指数を測定することにより、
本発明の方法以外の方法で得られた植物体と明確に区別することができる。
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【００８８】
　また、かかる植物体は、植物体中の酸化型グルタチオンの量や割合を調べることにより
、簡易に調べることができ、本発明の方法以外の方法で得られた植物体と明確に区別でき
る。植物体中の酸化型グルタチオンの量・濃度を調べる方法以外にも、例えば、ＤＮＡマ
イクロアレイ等を用いて遺伝子発現パターンを比較することによっても調べることができ
る。具体的には、酸化型グルタチオンを投与して栽培した植物体の遺伝子発現パターンを
予め調べ、他の方法で栽培された植物体のそれと比較して、酸化型グルタチオンを投与し
た場合に特有の発現パターン（ＧＳＳＧ発現パターン）を特定しておく。そして、調査対
象の植物体の発現パターンを調べ、上記ＧＳＳＧ発現パターンと比較することにより、簡
便に調べることができる。
【００８９】
　さらに、かかる植物体は、該植物体の収穫指数を測定することにより、本発明の方法以
外の方法で得られた植物体と明確に区別することができる。
【００９０】
　上記例示した方法（換言すれば、本発明に係る植物を鑑定する方法）は単独で行っても
よいし、複数を組み合わせて行ってもよい。複数を組み合わせて行うことにより、本発明
に係る植物体と、本発明の方法以外の方法で得られた植物体とをより明確に区別すること
ができる。
【００９１】
　以下実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説明する。もちろん、本
発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様々な態様が可能である
ことはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、
請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組
み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【実施例】
【００９２】
　＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への影響＞
　シロイヌナズナを１００μＥ／ｍ２の強さの光で１６時間明期／８時間暗期の日長条件
のもと２２℃で、培地として、下層にバーミキュライト（旭工業）２、中層にクレハ育苗
培土（クレハ）１、上層にバーミキュライト（旭工業）１の割合で重層して形成される土
壌を用いて、植物の生育実験を行った。なお、通常この条件で生育させたシロイヌナズナ
は新たな追肥なしでも窒素欠乏の兆候を示さない。
【００９３】
　本実験では、植物に対して、水のみ、１ｍＭの酸化型グルタチオン（ＧＳＳＧ）溶液、
または５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液にて処理して、植物の生育状態を観察した。具体的には、６
５（Ｗ）×６５（Ｄ）×５０（Ｈ）ｍｍ程度のポットに２～３個体程度となるようにし、
処理液を適宜与えた。
【００９４】
　処理の効果をロゼット葉数、花茎の伸長速度、花の数、種子の数に基づいて評価した。
その結果を図１～図５に示す。
【００９５】
　図１に示すように、１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を添加して栽培した植物体は、播種後３～４
週間後において、水のみを添加して栽培した植物体及び５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液を添加して
栽培した植物体に比べて、葉が大きく丸く生長することがわかった。
【００９６】
　また、図２（ａ），図２（ｂ）に示すように、６週間後では、１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を
添加して栽培した植物体は、水のみを添加して栽培した植物体及び５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液
を添加して栽培した植物体に比べて、草丈が短く、茎が太く、葉が大きく生長することが
わかった。なお、図２（ａ）と図２（ｂ）とは、同一のサンプルを異なる角度から撮影し
たものである。
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【００９７】
　また、図３に示すように、７週間後では、１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を添加して栽培した植
物体は、水のみを添加して栽培した植物体及び５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液を添加して栽培した
植物体に比べて、花の数及び葉面積が著しく増加していることがわかった。
【００９８】
　また、図４に示すように、８ｗｅｅｋｓ後では、水のみを添加して栽培した植物体及び
５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液を添加して栽培した植物体は、枯れはじめているが、これに対して
１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を添加して栽培した植物体は、まだ緑が色濃く残っており、寿命が
延びていることがわかった。
【００９９】
　また、図５に示すように、１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を添加して栽培した植物体は、水のみ
を添加して栽培した植物体及び５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液を添加して栽培した植物体に比べて
、著しく種子の収量が増加することがわかった。測定の結果、約３～４倍程度に種子の有
効着粒数が増えていることがわかった（図５の上部パネル参照）。
【０１００】
　また、種子の形状や大きさに変化が出ているか否かを調べた。その結果を図５の下側パ
ネルに示す。同図に示すように、１ｍＭ ＧＳＳＧ溶液を添加して栽培した植物体から得
られた種子は、水のみを添加して栽培した植物体から得られた種子と比較しても、大きさ
、形状等は特段の差がないことがわかった。なお、５ｍＭのＨ２Ｏ２溶液を添加して栽培
した植物から得られた種子は、若干巨大化していることがわかった。
【０１０１】
　以上のように、酸化型グルタチオンを用いて植物を栽培した場合、種子及び／又は花の
数が増加することが明らかである。
【０１０２】
　＜２：酸化型グルタチオンの濃度がシロイヌナズナの生育へ及ぼす影響＞
　次に、酸化型グルタチオンの濃度がシロイヌナズナの生育へ及ぼす影響を調べた。具体
的には、６５（Ｗ）×６５（Ｄ）×５０（Ｈ）ｍｍ程度のポットにつめた土壌を０ｍＭ，
０．０１ｍＭ，０．２ｍＭ，１ｍＭ，２ｍＭ又は５ｍＭのＧＳＳＧ溶液に浸した。１ポッ
トあたり３個体程度となるようにシロイヌナズナの種子を播き、３週間後から経時的に観
察した。
【０１０３】
　その結果を図６，図７に示す。これらの図に示すように、葉を丸くする作用および寿命
を長くする作用が顕著に現れる濃度は０．２～２ｍＭであり、茎を太くする作用が顕著に
現れる濃度は１～２ｍＭであった。なお、ＧＳＳＧの濃度が０．０１ｍＭでは水栽培（０
ｍＭ）とほとんど差がなく、５ｍＭでは生育が著しく抑制され、枯死するものが多かった
。
【０１０４】
　＜３：酸化型グルタチオンがシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響＞
　次いで、酸化型グルタチオンを用いて栽培したシロイヌナズナから取得した種子の熟度
について調べた。具体的には、水またはＧＳＳＧ溶液栽培した植物体から回収した種子を
１／２ ＭＳ培地に播種して経時的に発芽率を調べた。
【０１０５】
　その結果を図８（ａ），図８（ｂ）に示す。同図に示すように、ＧＳＳＧ溶液で栽培し
た植物体由来の種子は、通常栽培の植物体由来の種子より早い発芽が認められた。特に、
播種後、２日目での発芽率が有意に高かった。ただし、播種後７日目の生育には両者間で
ほとんど差は見られなかった。
【０１０６】
　＜４：酸化型グルタチオンのジベレリン合成変異体に対する効果＞
　次に、シロイヌナズナのジベレリン（ＧＡ）合成変異体に対する酸化型グルタチオンの
効果を調べた。具体的には、シロイヌナズナのＧＡ合成変異体ｇａ２０ｏｘ１を播種時か
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ら水またはＧＳＳＧ（１ｍＭ）で栽培し、生育状態を観察した。
【０１０７】
　図９に、播種から８週間後の植物体の様子を示す。図９の上部パネルは植物体を正面か
ら観察したものであり、下パネルは植物体を斜め上から観察したものである。図中、「Ｃ
ｏｌ」は、野生型Ｃｏｌｕｍｂｉａを示し、「ｇａ２０ｏｘ１」は、ＧＡ生合成系の酵素
をコードするＧＡ２０オキシダーゼ遺伝子にＴ－ＤＮＡが挿入された変異体を示す。また
、「ｇａ２０ｏｘ１－１」と「ｇａ２０ｏｘ１－２」とは、それぞれ異なる部位にＴ－Ｄ
ＮＡが挿入された独立の変異体である。
【０１０８】
　同図に示すように、ＧＳＳＧ栽培したＧＡ変異体ｇａ２０ｏｘ１は、水のみで栽培の植
物体に比べて顕著にわき芽が増加した。また、このわき芽の増加に伴って花（鞘）の数も
増加した。さらに、図９の右側に示すように、種子量も有意に増加した。
【０１０９】
　それゆえ、この方法は、植物ホルモンの合成や応答の変異体にＧＳＳＧを作用させるこ
とにより、種子収量を増やすことができる。特に、イネ科植物など収量が分げつに大きく
依存する植物に対して有効である。イネ（秋田６３号）を標準施肥量５ ｋｇＮ/１０ａで
水耕栽培し、幼穂形成期及び減数分裂期に２ｋｇＮ/１０ａづつの追肥管理で生育させた
場合、追肥時に各試験区（０．１ ｍ2）に０．２ ｇＮを基準にＧＳＳＧを投与すること
で、約１．４倍の穂数となることからも明らかである。
【０１１０】
　本発明に係る植物生長調整剤は、酸化型グルタチオンを有しているゆえに、植物の生長
を促進させることができる。例えば、植物の種子及び／又は花（鞘）の数を増加させるこ
とができるという効果を奏する。
【０１１１】
　また、特に植物ホルモン（例えば、ジベレリン）の合成又は応答機能に変異を有する変
異体を、酸化型グルタチオンを用いて栽培することにより、わき芽を顕著に増加させるこ
とができ、それに伴って花（鞘）の数も増加させることができるという効果を奏する。こ
れにより、例えば、イネ科植物等の分げつが収量に大きく影響を及ぼす植物に対して用い
ることにより、種子収量を増加させることができる。
【０１１２】
　＜５：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響１＞
　０ｍＭ、０．０１ｍＭ、０．２ｍＭ、1ｍＭ、２ｍＭ、又は５ｍＭのＧＳＳＧに浸漬し
た土を入れたポットに、シロイヌナズナの種子を播種した。播種して２日後、１週間後、
２週間後、３週間後、又は４週間後に、ポットを、ＧＳＳＧを含まない水が入ったトレー
に移した。
【０１１３】
　なお、上述した点を除いては、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への
影響＞に記載した条件で、シロイヌナズナを栽培した。
【０１１４】
　こうして栽培したシロイヌナズナ（１ポットにつき３個体）から得られた１ポットあた
りの種子量を測定した。その結果を図１０～図１２に示す。ｎは最終的に収穫可能な個体
の数である。
【０１１５】
　なお、図１０において、Ｒａｔｉｏは、終始、ＧＳＳＧを含まない水が入ったトレーで
栽培した植物の種子量を１としたときの割合を表す。
【０１１６】
　図１０～図１２に示すように、与えるＧＳＳＧ量（ＧＳＳＧ濃度）及びＧＳＳＧを与え
る時期によって、シロイヌナズナのＧＳＳＧに対する感受性が異なることがわかった。長
期間投与する場合には高濃度のＧＳＳＧよりは低濃度のＧＳＳＧで効果が認められ、短期
間の投与であれば、高濃度のＧＳＳＧであることが望ましいことが分かる。
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【０１１７】
　＜６：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響２＞
　水に浸漬した土を入れたポットに、シロイヌナズナの種子を播種した。播種して２日後
、１週間後、２週間後、３週間後、４週間後、５週間後、６週間後、又は７週間後に、ポ
ットを、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに移した。また、１ｍＭ ＧＳＳＧを含
む水には移さず、終始、ＧＳＳＧを含まない水が入ったトレーに入れたポットも用意した
。
【０１１８】
　なお、上述した点を除いては、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への
影響＞に記載した条件で、シロイヌナズナを栽培した。
【０１１９】
　こうして栽培したシロイヌナズナ（１ポットにつき３個体）から得られた１ポットあた
りの種子量を測定した。
【０１２０】
　その結果、図１３に示すように、与えるＧＳＳＧ濃度が同一であっても、処理時期によ
って、得られる種子量に大きな違いが見られ、最適な投与時期があることが分かった。そ
の一方で、処理時期がいずれの場合であっても、ＧＳＳＧ処理により、ＧＳＳＧ未処理と
比較して得られる種子量が増加した。
【０１２１】
　＜７：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響３＞
　水に浸漬した土を入れたポットに、シロイヌナズナの種子を播種した。播種してから１
週目（０日目～７日目）、２週目（８日目～１４日目）、３週目（１５日目～２１日目）
、４週目（２２日目～２８日目）、５週目（２９日目～３５日目）、６週目（３６日目～
４２日目）、又は７週目（４３日目～４９日目）のそれぞれ１週間のみ、ポットを、１ｍ
Ｍ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに移して栽培した。つまり、特定の生育時期の１週
間のみ、１ｍＭ ＧＳＳＧで処理した。
【０１２２】
　なお、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水には移さず、終始、ＧＳＳＧを含まない水が入ったト
レーに入れたポット、及び播種から終始、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに入
れたポットも用意した。
【０１２３】
　なお、上述した点を除いては、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への
影響＞に記載した条件で、シロイヌナズナを栽培した。
【０１２４】
　こうして栽培したシロイヌナズナ（１ポットにつき３個体）から得られた１ポットあた
りの種子量を測定した。
【０１２５】
　その結果、図１４に示すように、特定の生育時期の１週間のみ、ＧＳＳＧを与えても、
終始、ＧＳＳＧを与える場合よりは効果が小さいものの、ＧＳＳＧ未処理の場合と比較し
て有意に種子量が増加した。
【０１２６】
　また、この場合にも、ＧＳＳＧ処理の時期によって、種子量の増加レベルに違いが見ら
れた。特に、播種後４週目に酸化型グルタチオンを与えた場合、得られた種子量が最も多
かった。なお、播種後４週目は、抽だい前後の時期に相当する。
【０１２７】
　＜８：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響４＞
　水に浸漬した土をポットに、シロイヌナズナの種子を播種した。播種してから１週目～
２週目（０日目～１４日目）、２週目～３週目（８日目～２１日目）、３週目～４週目（
１５日目～２８日目）、４週目～５週目（２２日目～３５日目）、５週目～６週目（２９
日目～４２日目）、又は６週目～７週目（３６日目～４９日目）のそれぞれ２週間のみ、
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ポットを、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに移して栽培した。つまり、特定の
生育時期の２週間のみ、１ｍＭ ＧＳＳＧで処理した。
【０１２８】
　なお、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水には移さず、終始、ＧＳＳＧを含まない水が入ったト
レーに入れたポット、及び播種から終始、１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに入
れたポットも用意した。
【０１２９】
　上述した点を除いては、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への影響＞
に記載した条件で、シロイヌナズナを栽培した。
【０１３０】
　こうして栽培したシロイヌナズナ（１ポットにつき３個体）から得られた１ポットあた
りの種子量を測定した。
【０１３１】
　その結果、図１５に示すように、特定の生育時期の２週間のみ、酸化型グルタチオンを
与えても、終始、酸化型グルタチオンを与える場合よりは効果が小さいものの、ＧＳＳＧ
未処理の場合と比較して有意に種子量が増加した。
【０１３２】
　また、この場合にも、ＧＳＳＧで処理する時期によって、種子量の増加レベルに違いが
見られた。
【０１３３】
　＜９：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響５＞
　水に浸漬した土を入れたポットに、シロイヌナズナの種子を播種した。播種してから１
週目～２週目（０日目～１４日目）、３週目～４週目（１５日目～２８日目）、５週目～
６週目（２９日目～４２日目）、又は７週目～８週目（４３日目～５６日目）のそれぞれ
２週間のみ、ポットを、０．２ｍＭ又は１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水が入ったトレーに移し
て栽培した。つまり、特定の生育時期の２週間のみ、０．２ｍＭ又は１ｍＭ ＧＳＳＧで
処理した。
【０１３４】
　なお、０．２ｍＭ又は１ｍＭ ＧＳＳＧを含む水には移さず、終始、ＧＳＳＧを含まな
い水が入ったトレーに入れたポット、及び播種から終始、０．２ｍＭ又は１ｍＭ ＧＳＳ
Ｇを含む水が入ったトレーに入れたポットも用意した。
【０１３５】
　上述した点を除いては、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への影響＞
に記載した条件で、シロイヌナズナを栽培した。
【０１３６】
　こうして栽培したシロイヌナズナ（１ポットにつき３個体）から得られた種子量、乾重
量、及び収穫指数（ハーベストインデックス）を測定し、各処理３ポットの平均値を算出
した。
【０１３７】
　その結果、図１６に示すように、０．２ｍＭ ＧＳＳＧで処理した場合、ＧＳＳＧ未処
理と比較して、乾重量はほとんど増加せず、種子量が増加することで収穫指数が上昇した
。
【０１３８】
　一方、１ｍＭ ＧＳＳＧで処理した場合は、得られた種子量、乾重量及び収穫指数は、
播種後１週目及び２週目にＧＳＳＧ処理した場合の収穫指数を除いて、ＧＳＳＧ未処理の
場合よりも明らかに増加した。
【０１３９】
　なお、図１６において、アステリスクはｔ検定による通常栽培（水）とＧＳＳＧ処理と
の間の顕著な差を示す（*P<0.05, **P<0.01）。
【０１４０】
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　以上、＜５：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響１＞～
＜９：酸化型グルタチオンの処理条件がシロイヌナズナ種子へ及ぼす影響５＞の結果から
、シロイヌナズナの生育時期により、酸化型グルタチオンに対する感受性が異なることが
わかった。より詳しくは、酸化型グルタチオンの処理期間が１週間又は２週間の場合、播
種後４週目～５週目に処理すると、種子収量が効果的に増加する傾向がみられた。本生育
条件では、播種してから２週間目前後が栄養生長期から生殖生長期への転換時期に相当し
、播種後４週目～５週目は、シロイヌナズナの抽だい前後の時期に相当する。つまり、栄
養生長期から生殖生長期への転換時期から抽だい前後の時期を含む時期に酸化型グルタチ
オンで処理することにより、種子収量を効果的に増加させることができることが明らかと
なった。
【０１４１】
　＜１０：酸化型グルタチオンがバラ（品種；パティオヒット　アリカンテ）の生育へ及
ぼす影響＞
　バラ（品種；パティオヒット　アリカンテ）を、４ヶ月間、０．５ｍＭ ＧＳＳＧ液を
５０ｍＬずつ、週２回、液肥として施肥後、完全に切り戻して栽培した。なお、ＧＳＳＧ
以外は、２週間おきに２ｇのＳ６０４号の追肥した。
【０１４２】
　その結果、図１７に示すように、ＧＳＳＧ処理した植物（図面の左側のトレーに配置さ
れた植物）のほうが、ＧＳＳＧ処理していない植物（図面の右側のトレーに配置された植
物）よりも有意に新しい花芽の生長が促進されることが分かった。
【０１４３】
　＜１１：酸化型グルタチオンがバラ（品種；イングリッシュローズ）の生育へ及ぼす影
響＞
　バラ（品種；イングリッシュローズ）を、４ヶ月間、０．５ｍＭ ＧＳＳＧ液を５０ｍ
Ｌずつ、週２回、液肥として施肥後、完全に切り戻して栽培した。なお、ＧＳＳＧ以外は
、２週間おきに２ｇのＳ６０４号の追肥した。
【０１４４】
　その結果、図１８に示すように、ＧＳＳＧ処理した植物（図面の上段の植物）のほうが
、ＧＳＳＧ処理していない植物（図面の下段の植物）よりも有意に出芽時期が早く、新芽
の生長が促進されていた。
【０１４５】
　＜１２：酸化型グルタチオンがチュウゴクサイシン（中国菜心、サカタのタネ）の生育
へ及ぼす影響１＞
　チュウゴクサイシンを、２週間の育苗後、圃場に植え替えて、ＧＳＳＧ処理もしくは無
処理で生育させた。窒素肥料は、くみあい燐硫安加里Ｓ６０４号にて１０アールあたり２
０ｋｇ Ｎとなるように施肥し、３週間後に５ｋｇ Ｎを追肥した。
【０１４６】
　また、ＧＳＳＧ処理管理区には、０．５ｍＭもしくは５ｍＭ ＧＳＳＧ液を１区画（３
ｍ２）あたり１Ｌ、週２回、葉面散布した。
【０１４７】
　その結果、図１９に示すように、ＧＳＳＧ処理管理区の植物は、通常窒素管理区（ＧＳ
ＳＧ無処理）の植物よりも有意に生長量が増加した。
【０１４８】
　＜１３：酸化型グルタチオンがダイズの生育及び種子収量へ及ぼす影響２＞
　ダイズ（品種；ツルムスメ）及びダイズ（品種；トヨムスメ）を、２週間の育苗後、図
２０の配置となるように、圃場に植え替えて、ＧＳＳＧ処理もしくは無処理で生育させた
。窒素肥料はくみあい燐硫安加里Ｓ６０４号にて１０アールあたり２０ｋｇ Ｎとなるよ
うに施肥し、３週間後に５ｋｇ Ｎを追肥した。
【０１４９】
　また、ＧＳＳＧ処理管理区には、０．５ｍＭＧＳＳＧ液を、１回につき、１個体あたり
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５０ｍＬ、週に２回、茎の基部（図２１の矢印部を参照）あたりに、茎を伝わらせて与え
た。
【０１５０】
　なお、ＧＳＳＧ溶液は、雨が降ると予想される場合は、雨が降った後に与えた。水遣り
を行う場合も同様に、水遣りをしてから、ＧＳＳＧ溶液を与えるようにした。また、コン
トロール（すなわち、通常窒素管理区）の植物の収穫時期が近づいたら、ＧＳＳＧ処理管
理区の植物にＧＳＳＧ溶液を与えることを止めた。
【０１５１】
　こうして得られたＧＳＳＧ処理管理区の植物について、相対種子重量（対通常窒素管理
区の植物）、相対バイオマス量（対通常窒素管理区の植物）、及び相対収穫指数（対通常
窒素管理区の植物）を測定した。
【０１５２】
　その結果、図２２に示すように、いずれの品種においても、ＧＳＳＧ処理管理区の植物
は、通常窒素管理区の植物よりも、種子重量、バイオマス量、及び収穫指数の全てが高か
った。
【０１５３】
　＜１４：トウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果１＞
　スイートコーン（キャンベラ９０、タキイ種苗）を播種して、２週後に、培養土（下層
バーミキュライト６Ｌ、中層クレハ園芸培土３Ｌ、上層バーミキュライト３Ｌ）を詰めた
水耕栽培用鉢（２千分の１アール）に植え替え、４週後及び６週後にくみあい燐硝安加里
Ｓ－６０４号３ｇを追肥した。また、ＧＳＳＧ処理植物には、発芽後から１２週間、０．
５ｍＭ ＧＳＳＧ ２００ｍＬを週２回、根元に与えた。なお、ＧＳＳＧの処理時期は、図
２５の（ｃ）にも記載しているので、参照されたい。図２５の（ｃ）において、ハッチン
グされている時期が、ＧＳＳＧの処理時期である。
【０１５４】
　その結果、図２３に示すように、ＧＳＳＧ処理した植物（図２３の左側（ａ））は、Ｇ
ＳＳＧ処理していない植物（図２３の右側（ｂ））よりも、花芽形成が促進された。
【０１５５】
　また、図２４に示すように、ＧＳＳＧ処理した植物から得られた実（図２４の上パネル
左側（ａ））は、ＧＳＳＧ処理していない植物から得られた雌ずい（図２４の上パネル右
側（ｂ））よりも大きく、可食の種子粒数も増加していた。
【０１５６】
　さらに、ＧＳＳＧ処理した植物から得られた種子（図２４の下パネル左側（ｃ））は、
ＧＳＳＧ処理していない植物から得られた種子（図２４の下パネル右側（ｄ））よりも大
きかった。
【０１５７】
　つまり、トウモロコシにおいて、ＧＳＳＧ処理を行うことにより、収穫量が増加するこ
とが明らかとなった。
【０１５８】
　次に、ＧＳＳＧ処理した植物と、ＧＳＳＧ処理していない植物とについて、実、地上部
、及び実以外の部分のそれぞれのバイオマス量を測定したところ、図２５の（ａ）に示す
ように、実以外の部分のバイオマス量には、両者で大きな違いがなく、実及び地上部のバ
イオマス量が、ＧＳＳＧ処理した植物で有意に高かった。
【０１５９】
　そこで、収穫指数を算出したところ、図２５の（ｂ）に示すように、ＧＳＳＧ処理した
植物は、ＧＳＳＧ処理していない植物よりも収穫指数が有意に高かった。
【０１６０】
　＜１５：トウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果２＞
　酸化型グルタチオンの処理時期がトウモロコシの生産性に及ぼす効果を調べた。
【０１６１】
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　スイートコーン（キャンベラ９０、タキイ種苗）を播種して２週後に、培養土（下層バ
ーミキュライト６Ｌ、中層クレハ園芸培土３Ｌ、上層バーミキュライト３Ｌ）を詰めた水
耕栽培用鉢（２千分の１アール）に植え替え、４週後及び６週後にくみあい燐硝安加里Ｓ
－６０４号３ｇを追肥した。
【０１６２】
　播種してから２週経過後から２週間、または４週経過後から２週間、６週経過後から２
週間の期間に、５０ｍＬの０．２ｍＭＧＳＳＧ溶液を根元に４回（週当たり２回）与えた
。また、播種後２週経過後から１１週間の期間に同様に計２２回、０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
を与えた処理区と全く与えない処理区も用意した。なお、ＧＳＳＧの処理時期は、図２６
の（ｃ）にも記載しているので、参照されたい。図２６の（ｃ）において、ハッチングさ
れている時期が、ＧＳＳＧの処理時期である。
【０１６３】
　こうして得られた植物について、個体あたりの実の量及び地上部バイオマス量を測定し
、収穫指数を算出した。
【０１６４】
　その結果、図２６の（ａ）に示すように、播種後、４週経過後から２週間及び６週経過
後から２週間ＧＳＳＧ処理した植物、並びに、播種２週後から１１週間ＧＳＳＧ処理した
植物で、ＧＳＳＧ未処理の植物よりも収穫指数が増加した。特に、播種後、４週経過後か
ら２週間ＧＳＳＧ処理した植物、並びに、播種後、２週経過後から１１週間ＧＳＳＧ処理
した植物で、収穫指数の増加レベルが大きかった。
【０１６５】
　個体あたりの実の量及び地上部バイオマス量を見ると、図２６の（ｂ）に示すように、
播種４週後から２週間ＧＳＳＧ処理した植物、並びに、播種２週後から１１週間ＧＳＳＧ
処理した植物では、ＧＳＳＧ未処理の植物よりも増加した。しかし、播種後、６週目から
２週間ＧＳＳＧ処理した植物では、ＧＳＳＧ未処理の植物よりも個体あたりの実の量及び
地上部バイオマス量は減少した。
【０１６６】
　＜１６：トウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果３＞
　播種後６週後から２週間の間に４回のＧＳＳＧ投与を茎葉散布にて行い、ＧＳＳＧ処理
区とし、葉面散布で投与したことを除いて、＜１５：トウモロコシの生産性に対する酸化
グルタチオンの効果２＞に記載した条件でスイートコーンを栽培した。なお、ＧＳＳＧの
処理時期は、図２７の（ｃ）にも記載しているので、参照されたい。図２７の（ｃ）にお
いて、ハッチングされている時期が、ＧＳＳＧの処理時期である。
【０１６７】
　こうして得られた植物について、個体あたりの実の量及び地上部バイオマス量を測定し
、収穫指数を算出した。
【０１６８】
　その結果、図２７の（ａ）及び（ｂ）に示すように、茎葉散布であっても、ＧＳＳＧ処
理によって、個体あたりの実の量及び地上部バイオマス量、並びに収穫指数はいずれも増
加した。
【０１６９】
　＜１７：トウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果４＞
　ＧＳＳＧ処理を、播種後２週間後から２週間根元に溶液投与もしくは茎葉散布、２週目
から１１週間根元に溶液投与もしくは茎葉散布、４週後から２週間に溶液投与もしくは茎
葉散布、６週目から２週間根元に溶液投与もしくは茎葉散布とし、さらに、１回あたりの
ＧＳＳＧ投与条件を、０．２ｍＭを２０ｍＬとしたことを除いて、＜１５：トウモロコシ
の生産性に対する酸化グルタチオンの効果２＞に記載した条件でスイートコーンを栽培し
た。なお、ＧＳＳＧの処理時期は、図２８の（ｂ）にも記載しているので、参照されたい
。図２８の（ｂ）において、ハッチングされている時期が、ＧＳＳＧの処理時期である。
【０１７０】
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　こうして得られた植物について、収穫指数を測定した。その結果、図２８の（ａ）に示
すように、いずれの処理条件であっても、ＧＳＳＧ未処理の場合と比較して、収穫指数は
有意に上昇した。
【０１７１】
　＜１８：トウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果５＞
　スイートコーンを、図２９に示す配置（密度：約１２０００個体／１０ａ）となるよう
に、圃場に配置して栽培した。
【０１７２】
　ＧＳＳＧ処理は、播種後２週目から２週間、３週目から２週間、４週目から２週間、５
週目から２週間、６週目から２週間、もしくは２週目から７週間、週２回の根元散布（１
回につき０．５ｍＭ ＧＳＳＧ ２０ｍＬ）；ＧＳＳＧ未処理；又は播種後２週目から７週
間の週２回の茎葉散布（１回につき、１個体あたり０．５ｍＭ ＧＳＳＧ ２０ｍＬ）；と
した。なお、ＧＳＳＧの処理時期は、図３０の（ｂ）にも記載しているので、参照された
い。図３０の（ｂ）において、ハッチングされている時期が、ＧＳＳＧの処理時期である
。
【０１７３】
　こうして得られた植物のうち、群落内部に植栽した植物について、面積あたりの総バイ
オマス量及び雌蕊（実）の収穫量を測定し、収穫指数を算出した。
【０１７４】
　その結果、図３０の（ａ）、（ｃ）、及び（ｄ）に示すように、いずれのＧＳＳＧ処理
条件であっても、ＧＳＳＧ未処理の場合よりも、面積あたりの総バイオマス量には有意な
差は見られないが、雌蕊（実）の収穫量が増加し、収穫指数の向上が認められた。
【０１７５】
　さらに、上記植物について、個体あたりの実、地上部、及び実以外の部分のそれぞれの
バイオマス量を測定した。その結果、図３１に示すように、実のバイオマス量（すなわち
、実の量）は、いずれのＧＳＳＧ処理条件であっても、ＧＳＳＧ未処理の場合よりも、増
加した。
【０１７６】
　しかし、実以外の部分のバイオマス量は、いずれのＧＳＳＧ処理条件の場合も、ＧＳＳ
Ｇ未処理の場合よりも減少した。また、地上部のバイオマス量も、ＧＳＳＧ未処理の場合
とほぼ同じか、減少した。特に、播種後２週目から７週間、ＧＳＳＧを茎葉散布した場合
には、実以外の部分のバイオマス量及び地上部のバイオマス量は、ＧＳＳＧ未処理の場合
よりも、大きく減少した。
【０１７７】
　以上の結果、酸化型グルタチオンは、トウモロコシの地上部バイオマス量を増加させる
ことなく、収穫物である実の量を増加させ、収穫指数を増加させることが分かる。
【０１７８】
　＜１９：窒素欠乏条件下でのトウモロコシの生産性に対する酸化型グルタチオンの効果
＞
　スイートコーンを播種して、播種後８４日間（７週間）、窒素源を与えずに栽培した。
その後、３０ｋｇ Ｎ／１０ａの窒素源を与えて栽培した。ＧＳＳＧの処理は、０ｍＭ、
０．２ｍＭ、０．５ｍＭ、１．０ｍＭの濃度のＧＳＳＧ液を１回につき５０ｍＬずつ、播
種後８週目から（すなわち、窒素源を与え始めてから）、週に２回与えた。なお、栽培条
件については、図３３の（ｃ）にも記載しているので、参照されたい。
【０１７９】
　こうして得られた植物は、図３２の（ａ）及び（ｂ）に示すように、図３２の図（ｃ）
に示すＧＳＳＧ未処理の植物よりも、実の量が多かった。
【０１８０】
　これらの植物について、より詳細に生産量を調べるため、実、地上部、及び実以外の部
分のそれぞれのバイオマス量を測定し、収穫指数を算出した。
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【０１８１】
　その結果、図３３の（ａ）及び（ｂ）に示すように、実、地上部、及び実以外の部分の
それぞれのバイオマス量、並びに収穫指数はともに、ＧＳＳＧ処理した植物において、Ｇ
ＳＳＧ未処理の植物よりも増加していた。
【０１８２】
　以上の結果から、栄養生育期間に窒素欠乏を経験して生育が制限された場合、通常、実
の収穫量が減少するが、ＧＳＳＧの処理により、窒素欠乏条件によって生育が制限された
後でも収穫量の減少を抑制できることは明らかである。
【０１８３】
　＜２０：酸化型グルタチオンによるバラの新芽および花芽の生育促進効果１＞
　ホームセンターでバラの苗（品種；パプルローズ）を購入し、イネ水耕栽培用ポットに
植え替えて栽培した。ＧＳＳＧの処理は、０．５ｍＭ ＧＳＳＧ液を５０ｍＬずつ、週２
回、液肥として施肥した。ＧＳＳＧ以外は２週間おきに２ｇのＳ６０４号を追肥した。
【０１８４】
　その結果、ＧＳＳＧ処理した植物（図３４の実線の丸で囲んでいる植物）は、施肥後１
ヶ月で、ＧＳＳＧ処理していない植物（図３４の破線の丸で囲んでいる植物）よりも生長
が促進された。また、開花した花の数もＧＳＳＧ処理によって有意に増加した。
【０１８５】
　以上の結果から、ＧＳＳＧ処理により、バラ（品種；パプルローズ）の新芽および花芽
の生育促進が明らかである。
【０１８６】
　＜２１：酸化型グルタチオンによるバラの新芽および花芽の生育促進効果２＞
　ホームセンターでバラの苗（品種；ＪＪスカーレット及びＪＪアプリコット）を購入し
、イネ水耕栽培用ポットに植え替えて栽培した。ＧＳＳＧは、０．５ｍＭ ＧＳＳＧ液を
５０ｍＬずつ、週２回、液肥として施肥した。ＧＳＳＧ以外は２週間おきに２ｇのＳ６０
４号を追肥した。
【０１８７】
　その結果、ＧＳＳＧ処理した植物（図３５の（ａ）及び（ｃ））では、施肥後４日目及
び８日目で、ＧＳＳＧ処理していない植物（図３５の（ｂ）及び（ｄ））よりも新芽の生
育が促進されていた。
【０１８８】
　なお、図３５の（ａ）～（ｄ）において、３個体の植物の品種は、左からの順に、ＪＪ
スカーレット、ＪＪアプリコット、ＪＪスカーレットである。
【０１８９】
　＜２２：酸化型グルタチオンによるトルコギキョウの根系の発達促進効果＞
　トルコギキョウの種子を、１ｍＭ ＧＳＳＧ又はＧＳＨを含むＭＳ培地で発芽させ、そ
のまま１ヶ月間、生育させた後、プランターに移植した。プランターには、下層２：中層
１：上層１の割合でバーミキュライト、クレハ園芸培土、及びバーミキュライトの層をつ
くり、そこに、上記植物を移植した。
【０１９０】
　その結果、図３６に示すように、ＧＳＳＧ処理した植物で、ＧＳＳＧ未処理の植物より
も顕著に根が発達した。一方、ＧＳＨ処理した植物では、ＧＳＳＧ未処理の植物よりも根
の発達が抑制された。
【０１９１】
　＜２３：酸化型グルタチオンによるバラの花芽誘導促進効果１＞
バラ（品種；パティオヒット　アリカンテ）を、ホームセンターで購入後、０．５ｍＭ 
ＧＳＳＧ液を５０ｍＬずつ、週２回、液肥として施肥後、約３ヶ月半後にＧＳＳＧ処理区
と未処理区の植物を比較した。
【０１９２】
　その結果、ＧＳＳＧ処理した植物（図３７の（ａ）、図３８の（ａ））は、ＧＳＳＧ未
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処理の植物（図３７の（ｂ）、図３８の（ｂ））よりも、開花した花の数が顕著に多かっ
た。
【０１９３】
　以上の結果から、酸化型グルタチオンによって、バラの花芽誘導が促進されることが明
らかである。
【０１９４】
　＜２４：酸化型グルタチオンがイチゴの生育へ及ぼす影響＞
　ホームセンターで、イチゴ（品種；エミネントガーデンシリーズ　欲張りイチゴ　紅（
ＳＵＭＩＫＡ））の苗を購入し、栽培した。ＧＳＳＧは、０．５ｍＭ ＧＳＳＧ液を５０
ｍＬづつ、週２回、液肥として施肥した。ＧＳＳＧ以外は２週間おきに２ｇのＳ６０４号
を追肥した。
【０１９５】
　その結果、図３９に示すように、施肥後４ヶ月後では、Ｃｏｎｔ区（ＧＳＳＧ未処理区
）で株あたり２～３本のランナーが見られるのに対して、ＧＳＳＧ処理区ではランナーの
数が株あたり数十本と顕著に多かった。
【０１９６】
　一方、ＧＳＨ処理区では、株あたりのランナーの数がＣｏｎｔ区に比べて増加したがＧ
ＳＳＧに比較するとその効果は３分の１程度であった。
【０１９７】
　以上の結果から、イチゴにおいても、酸化型グルタチオンは、生育を促進させ、ランナ
ーの数を増やすことによって、株の増殖を促進する効果を示すことが明らかである。
【０１９８】
　＜２５：酸化型グルタチオンがｇＦＢＡをコードする遺伝子を導入したシロイヌナズナ
の形質転換体の生育へ及ぼす影響１＞
　まず、グルタチオン結合性プラスチド型フルクトース－１，６－ビスリン酸アルドラー
ゼ（以下、「ｇＦＢＡ」ともいう）をコードする遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質
転換体及び野生型シロイヌナズナ（コロンビア；Ｃｏｌ）を、液肥として、０ｍＭ、３ｍ
Ｍ、９ｍＭ、又は１８ｍＭの硝酸アンモニウムを３個体あたり２５ｍＬ、週１回、与えた
ことを除いて、＜１：酸化型グルタチオンのシロイヌナズナの生育への影響＞に記載した
条件で栽培した。
【０１９９】
　施肥は、秤量皿でポットを受け、該秤量皿に、硝酸アンモニウムの溶液を入れることに
より行った。なお、植物の栽培条件については、図４０にも記載しているので、参照され
たい。
【０２００】
　こうして得られた植物について、総バイオマス量及び種子量を測定し、収穫指数を算出
した。その結果、図４１に示すように、いずれの植物でも、総バイオマス量及び種子量は
、施肥する硝酸アンモニウム濃度の上昇に伴い、増加したが、９ｍＭで増加の程度が鈍く
なり、１８ｍＭでその効果は飽和した。
【０２０１】
　一方、収穫指数は、いずれの植物でも３ｍＭ及び９ｍＭの硝酸アンモニウムを施肥した
場合には、上昇したが、１８ｍＭの硝酸アンモニウムを施肥すると、硝酸アンモニウムを
施肥しない場合よりも低下した。こうした収穫指数の低下は一般的に窒素過剰施肥時に見
られる現象で、この場合さらに施肥Ｎ量をあげると収穫物の低下が認められるようになる
。作物などの場合は、こうした過剰Ｎ施肥による収穫量の減少という弊害を避けるため、
通常は収穫量に最適な標準施肥Ｎ量情報が農業試験場や種苗会社から提示されている。
【０２０２】
　このようにＮ施肥量に対して収穫物量の向上効果が飽和している施肥条件（１８ｍＭ硝
酸アンモニウム）で、ＧＳＳＧの投与の効果を未投与の場合と比較した。ｇＦＢＡの遺伝
子を導入したシロイヌナズナの形質転換体及び野生型シロイヌナズナ（コロンビア；Ｃｏ
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ｌ）を、液肥として、１ｍＭ ＧＳＳＧのみ、１８ｍＭ硝酸アンモニウムのみ、又は１８
ｍＭ硝酸アンモニウムと１ｍＭ ＧＳＳＧの両方を、図４１の硝酸アンモニウム投与と同
様に施肥して栽培した。
【０２０３】
　こうして得られた植物について、総バイオマス量、及び種子量を測定し、収穫指数を算
出した。その結果、図４２に示すように、酸化型グルタチオンのみの施肥によっても、収
穫指数、総バイオマス量、及び種子量のいずれもが増加したが、酸化型グルタチオンの効
果は硝酸アンモニウムの種子の増収効果が飽和した条件でも認められた。
【０２０４】
　さらに、酸化型グルタチオンと硝酸アンモニウムとの併用の効果は、野生型よりも、ｇ
ＦＢＡの遺伝子を導入した形質転換体でより大きかった。
【０２０５】
　以上の結果、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した形質転換体を、酸化型グルタチオンと硝酸ア
ンモニウムとを併用して与えることにより、より一層、収穫指数、総バイオマス量、及び
種子量を増加させるＧＳＳＧの効果を高めることが可能であることが分かる。
【０２０６】
　＜２６：酸化型グルタチオン及び還元型グルタチオンがｇＦＢＡをコードする遺伝子を
導入したシロイヌナズナの形質転換体の生育へ及ぼす影響２＞
　図４２の条件で１ｍＭのＧＳＳＧの代わりに、ＧＳＨもしくは硫酸アンモニウムをＮ量
で同量投与し、ＧＳＳＧの効果との比較を行った。ｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌ
ナズナの形質転換体及び野生型シロイヌナズナ（コロンビア；Ｃｏｌ）を、液肥の条件以
外は図４１及び図４２と同様に栽培した。液肥としては、１８ｍＭ硝酸アンモニウム、１
８ｍＭ硝酸アンモニウム＋１ｍＭ ＧＳＳＧ、１８ｍＭ硝酸アンモニウム＋２ｍＭ ＧＳＨ
、又は１８ｍＭ硝酸アンモニウム＋２ｍＭ硫酸アンモニウムを用いた。
【０２０７】
　施肥は、秤量皿でポットを受け、該秤量皿に、上記養液を入れることにより行った。な
お、植物の栽培条件については、図４０にも記載しているので、参照されたい。
【０２０８】
　こうして得られた植物について、総バイオマス量及び種子量を測定し、収穫指数を算出
した。その結果、図４３に示すように、ｇＦＢＡ遺伝子を導入した形質転換体に酸化型グ
ルタチオンと硝酸アンモニウムとを併用して与えた場合、他の処理を行った場合より、収
穫指数、総バイオマス量、及び種子量の向上が顕著に認められた。
【０２０９】
　また、収穫指数についてみれば、還元型グルタチオンと硝酸アンモニウムとを併用して
与えた場合でも、酸化型グルタチオンと硝酸アンモニウムとの併用の場合よりも効果は低
いものの、何も施肥しない場合や、硝酸アンモニウムのみを施肥する場合よりも、顕著に
増加した。
【０２１０】
　以上の結果、酸化型グルタチオン及び還元型グルタチオンともに、硝酸アンモニウムと
併用することにより、収穫指数を顕著に増加させ、収穫量を有意に増加させることが可能
であることが明らかとなった。また、その効果は、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した植物の場
合により増強されることが明らかとなった。さらに、収穫指数を向上させ、収穫量を有意
に向上させる能力は還元型グルタチオンよりも酸化型グルタチオンのほうが高いことがわ
かった。
【０２１１】
　＜２７：酸化型グルタチオンのｇＦＢＡを導入したシロイヌナズナの形質転換体の生育
へ及ぼす影響３＞
　図４１～図４３と同様な条件で、与える液肥としてはＧＳＳＧのみを与え、ｇＦＢＡの
遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体及び野生型シロイヌナズナ（コロンビア；
Ｃｏｌ）を栽培した。与えるＧＳＳＧの濃度は０ｍＭ～５ｍＭまで変えた。
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　こうして得られた植物の全バイオマス量及び種子収量を測定し、収穫指数を算出した。
種子収量の結果を図４４に、収穫指数の結果を図４５に示す。種子収量はＧＳＳＧの濃度
が増すにつれて増加し、試験した濃度ではその効果は飽和しなかった。さらに、その傾向
はｇＦＢＡの遺伝子を導入したシロイヌナズナの形質転換体の方が高かった。
【０２１３】
　一方、収穫指数は、ＧＳＳＧの濃度の増加とともに向上し、その効果はＧＳＳＧの濃度
が約２ｍＭで飽和した。ＧＳＳＧ処理による種子増収効果及び収穫指数向上効果は、硝酸
アンモニウムによる窒素施肥効果の最大値を大きく上回った。
【０２１４】
　以上の結果から、ＧＳＳＧの種子増収効果及び収穫指数向上効果は硝酸アンモニウムよ
りも高いことが分かり、その効果を高めるためにはｇＦＢＡの遺伝子を増強すればよいこ
とが分かる。
【０２１５】
　＜２８：硫黄源としての酸化型グルタチオン、還元型グルタチオン、及び硫酸アンモニ
ウムの生育に対する影響の比較＞
　図４１～図４５と同様な条件で、与える液肥としてはＧＳＳＧ、ＧＳＨ、及び硫酸アン
モニウムのいずれかを与え、ｇＦＢＡの遺伝子を導入した形質転換体の生育に対する影響
を比較した。液肥としてそれぞれ与えた量は、Ｓ量として濃度が同じになるように設定し
た。こうして得られた植物の種子量及び全バイオマス量を測定し、収穫指数を算出した。
種子量の結果を図４６に、収穫指数の結果を図４７に示す。
【０２１６】
　窒素肥料として一般に用いられる硫酸アンモニウム（硫安）の種子増収効果は、硝酸ア
ンモニウム（硝安）の効果と同様な値で飽和した。一方、ＧＳＳＧ及びＧＳＨは試験した
濃度では、その効果が飽和せず、硫安よりも高い種子増収効果を示した。一方、収穫指数
向上効果は、いずれの液肥でも、Ｎ量が１２ｍＭで最大に達したが、３つのうちではＧＳ
ＳＧが一番高い効果を示した。
【０２１７】
　以上の結果から、グルタチオンの効果はこれまでの肥料の効果を上回ることが明らかに
なり、ＧＳＨよりはＧＳＳＧのほうが効果が高いことが分かった。
【０２１８】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態又は実施例は、あくまでも、
本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に
解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内において、いろ
いろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
　本発明によれば、植物の収穫指数を向上させることができる。また、植物の種子又は花
の数を増加させることができる。さらに、わき芽や分げつを増加させることもでき、種子
収量を増加させることも可能である。それゆえ、例えば、鑑賞用の草花や食糧用の植物だ
けでなく、森林やバイマスエネルギー用の植物資源において花の数や収量を増加させるこ
とができる。したがって、農業だけでなく、食品産業、エネルギー産業等の広範な産業上
の利用可能性があるといえる。
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